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１．趣旨  

市立小中学校を対象に、児童生徒へのＩＣＴ教育をより一層推進するために、電子黒

板を導入する。 

本要領は、木津川市（以下「本市」という。）が発注する本業務に係る受注候補者を

選定するにあたり、その選定手順及び審査要件等を示したものである。 

 

２．業務概要 

 （１）業務番号 

    ５－教学－４９ 

（２）業務名 

木津川市立小中学校電子黒板整備事業 

（３）業務内容  

別紙「木津川市立小中学校電子黒板整備事業仕様書」（以下「仕様書」という。）

に示す。 

（４）履行期間 

契約締結日から令和６年３月３１日まで  

（５）提案上限額 

金８００，８００円（消費税別） 

※提案上限額は、令和５年１２月１日から令和６年３月３１日までの４か月間

のリース契約にかかる金額である。 

 

３．参加資格  

本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。 

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

しないこと。 

（２） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て、

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立て又は

破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立てがなされて

いないこと。 

（３） 木津川市暴力団排除条例（平成２４年木津川市条例第３６号）第２条第３号

に規定する暴力団員等又は同条第５号に規定する暴力団密接関係者でないこ

と。 

（４） 本件の参加申込み期限日から契約の締結日までの間において、木津川市指名

競争入札参加者指名停止要綱（平成１９年告示第１１５号）に基づく指名停止

の措置を受けていないこと。 
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４．参加申込みの手続き等 

４．１ 提出書類 

提出書類 様式 部数 

参加申込書 様式１ １部 

会社概要    (※１) 任意様式 １部 

印鑑登録証明書 (※２) (※３) １部 

法人登記簿謄本 (※２) (※３) １部 

納税証明書   (※２) (※３)(※４) １部 

誓約書     (※２) 様式２ １部 

 ※１ 決算関係書類（過去１年分の貸借対照表及び損益計算書）を添付すること。 

※２ 令和５年度木津川市競争入札参加資格を有している者は提出不要。 

※３ 提出の日から３ヶ月以内に発行されたもの。 

※４ 直近の法人税、消費税及び地方消費税に係るもの。 

※５ 協力事業者がある場合、協力事業者の会社概要を添付すること。 

 

４．２ 提出期限 

令和５年７月１４日（金）午後５時まで 

受付は午前９時から午後５時まで（閉庁日及び正午から午後１時までを除く） 

 

４．３ 提出方法  

直接持参又は郵送のみ 

※受付期間内に必着させるとともに、郵便の場合は書留等の配達記録が残る方法を利

用するものに限る。 

 

４．４提出先  

「１３事務局」に記載の事務局 

 

５．質問事項の受付及び回答  

本プロポーザルに係る質問の受付及び回答は、次のとおりとする。 

（１）受付期限  

令和５年７月１４日（金）午後５時まで 

（２）受付方法  

質問書（様式３）に記入のうえ、「１３事務局」に記載の事務局まで電子メー

ルにより提出すること。  
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件名を「【質問書】木津川市立小中学校電子黒板整備事業」とすること。 

（３）回答日  

令和５年７月２４日（月）  

（４）回答方法  

質問者に対し電子メールにより回答する。また質問者に回答後、市ホームペー

ジに掲載する。 

（５）質問内容 

質問内容は、本実施要領及び仕様書に関するものとする。 

 

６．提案書等の提出  

本プロポーザルの参加者（以下「提案者」という。）は、提案書（様式４）及び次の書

類を提出すること。 

提案書（様式４）以外の提出書類は、各一式をＡ４ファイルに綴じ、インデックスを

付け提出すること。 

会社名や会社名を推定することができるマーク・ロゴ等は記入しないこと。 

 

６．１ 提出書類 各１０部（正本１部・副本９部） 

提出書類 様式及び内容 

企画提案書 Ａ４ 

表紙・目次を除きＡ４判２０頁以内とする。Ａ３判はＡ４・２

枚とカウントします。 

文部科学省の提唱する学習指導要領及び本市の教育への取組方

針の趣旨を踏まえ、仕様書に示す業務内容に関して、提案する

電子黒板の特徴及び導入スケジュール等を、文章や図表等によ

り簡潔かつ明瞭に記述して提案すること。 

※別紙「仕様書 調達品目詳細内容チェックリスト」を添付し

てください。 

業務実施体制 様式５ 

どのような体制（組織・チーム等）で本業務を実施するのかを

記載し、配置予定担当者の資格、経歴等も記入すること。併せ

て業務の実施にあたり情報セキュリティ対策の実施体制につい

ても記入すること。 

配置予定者調書 様式６ 

業務経歴書 様式７ 

見積書 様式８ 

本業務の提案に係る見積書及び見積明細書（任意様式）を提出
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すること。その際、「電子黒板整備」の項目には、電子黒板、書

画カメラ、電子黒板のスタンドを合わせた見積を記入すること。 

また、月額のリース金額及び令和５年度の見積額を併せて提案

すること。 

今年度の整備費は、提案上限額以内で記入すること。 

※見積書は消費税及び地方消費税相当額を除く額とする。 

 

６．２ 提出方法  

直接持参又は郵送のみ。  

※ 受付期間内に必着させるとともに、郵便の場合は書留等の配達記録が残る方法を

利用するものに限る。 

 

６．３ 提出先  

「１３事務局」に記載の事務局 

 

６．４ 提出期限  

令和５年８月７日（月）午後５時まで 

 

７．プレゼンテーション  

提案書によるプレゼンテーションを行う。  

（１）日時 

令和５年８月下旬 

（２）実施方法  

時間、開催情報など詳細については別途通知する。 

（３）出席者 

出席者は５人以内とする。 

（４）所要時間  

１時間程度（説明３０分、質疑１５分、準備片付け１５分程度）。 

（５）内容  

説明は提案書に記載した内容とし、新たな資料の配布は認めない。 

（６）留意事項 

プレゼンテーションは、提出した企画提案書等をもとに行うものとし、追加提

案や追加資料の配付は認めないが、要約資料を用意することは認める。当該要約

資料については、企画提案書と齟齬がないこととする。説明用資機材（プロジェ

クター、スクリーン、D－Sub15ピンディスプレイケーブル、延長コード）は本市

で用意するが、それ以外の機器（パソコン等）は参加者が用意すること。なお、
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プレゼンテーション・ヒアリングは個別に行い、非公開とする。 

 

８．審査 

８．１ 選定委員会 

木津川市立小中学校電子黒板整備事業業者選定委員会（以下「選定委員会」という。）

を設置し、提案書等の審査を行う。 

 

８．２ 評価基準 

次の評価内容等に基づき、選定委員会により審査を行う。 

項目 内容 配点 

１【 １０点】 

提案コンセプト 

 

① 本事業に対する提案者の考え方 

 

１０ 

２【 ２０点】 

業務実績 

① 企業実績 

② 電子黒板導入実績 

１０ 

１０ 

３【１３０点】 

電子黒板 

① 操作の容易性 ２０ 

② 児童生徒の積極性を引き出す機能 ３０ 

③ 教師の授業進行を支援する機能 ３０ 

④ 書画カメラの機能と電子黒板との連携 １０ 

⑤ タブレット端末と電子黒板との連携 １０ 

⑥ 安全性の担保 １０ 

⑦ 操作研修の実施 ２０ 

４【 ２０点】 

保守サポート 

 

① 保守サポート 

 

２０ 

５【 ２０点】 

価格審査 

 

①見積額 

 

２０ 

合計 ２００ 

 

 

８．３ 受注候補者の選定  

企画提案内容、業務実施能力、業務実施体制、見積額等を総合的に審査し、選定委員

会において最高評価点を得た者を受注候補者として決定する。最高評価点を得た者が複

数の場合は、選定委員会の多数決により選定する。なお、評価点の合計が６割に満たな

い場合は、受注候補者として選定しない。 

 

８．４ 結果通知  
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審査結果は、受注候補者が決定した後、すべての応募者に書面で通知する。 

 

９．契約等 

（１）提案企画の内容修正 

受注候補者の企画提案内容は、これを確約するものではなく、必要に応じて修

正等を行うこととする。 

（２）契約の締結 

受注候補者は、市からの選定通知後、速やかに事業内容について市と交渉を行

い契約を締結すること。 

（３）次点候補者の地位 

次点候補者は、受注候補者が次のいずれかに該当し、契約が締結できない場合、

受注候補者に繰り上がるものとする。 

① 本要領３に定める用件を満たすことができなくなったとき 

② 契約交渉が成立しないとき又は受注候補者が本契約の締結を辞退したとき  

③ 申込書類、提案書等に虚偽の記載が判明したとき 

④ その他の理由により契約の締結が不可能となったとき 

 

１０．スケジュール 

項目 月日 

公告 令和５年７月 ３日（月） 

参加申込書提出期限 令和５年７月１４日（金）午後５時 

質問受付期限 令和５年７月１４日（金）午後５時 

質問回答日 令和５年７月２４日（月） 

企画提案書等提出期限 令和５年８月 ７日（月）午後５時 

プレゼンテーション 令和５年８月下旬 

受注候補者決定通知 令和５年８月下旬 

契約締結 令和５年９月初旬  

 

 

１１．欠格事由  

次の条件に該当する場合は欠格とする。この場合、提案者の審査を行わず、受注候補

者としない。  

（１） 提出書類が提出期限を過ぎて提出された場合  

（２） 提出書類に虚偽の記載があった場合  

（３） 提出書類の内容が示された条件に適合していない場合  

（４） 審査の公平性を害する行為があった場合  
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（５） 談合その他不正行為があった場合  

 

１２．その他  

（１） 本プロポーザルは、あくまでも本業務の契約の相手方となる候補者を選定する

ものであり、詳細については、受注候補者選定後、双方協議のうえ決定する。  

（２） 本プロポーザルに要する経費は、全て参加者の負担とする。 

（３） 本プロポーザルを辞退する時は、辞退届（様式自由）を提出すること。 

（４） 配置予定者調書に記載した配置予定者は、原則として変更できないものとする。

ただし、やむを得ない事由により変更を行う場合は、変更前の配置予定者と同等

以上の者であると本市の了承を得なければならない。 

（５） 提出書類の追加、修正及び再提出は認めない。 

（６） 提出書類は、返却しない。 

（７） 提出書類は、提出者に無断で本プロポーザル以外に使用しない。 

（８） 提出書類は、審査に必要な範囲において、複製を作成することができるものと

する。 

（９） 企画提案書等に含まれる著作権、特許権などの日本国の法令に基づいて保護さ

れる第三者の権利の対象となっているものを使用した結果生じた責任は提案者

が負う。 

（10） 提案者は、1つの提案のみ行うことができる。 

（11） 参加に関して使用する言語は日本語、通貨単位は円とする。 

（12） 本プロポーザルに関する事項について、電話又は口頭による問い合わせには応

じない。 

 

１３．事務局 

〒６１９－０２８６ 京都府木津川市木津南垣外１１０番地９ 

木津川市教育委員会 教育部 学校教育課 担当：広瀬 

TEL：０７７４－７５－１２３０ 

FAX：０７７４－７３－２５６６ 

Mail：gakko@city.kizugawa.lg.jp 


